
１　目　　的

　　この試験は、平成31年度に島根県公立学校教員として採用する候補者を選考するために行います。

２　出願資格

　　次の⑴～⑶の全てに該当する者が出願できます。

　⑴　地方公務員法第16条及び学校教育法第９条の欠格事由に該当しない者

　⑵　昭和34年４月２日以降に生まれた者

　⑶ 「４ 要件」に定める教員免許状等の資格を有する者

３　募集区分等

平成31年度島根県公立学校教員採用候補者選考試験実施要項

島根県教育委員会

  校種
  ・職種

 募集区分 教科（科目等） 募集人数

小学校
教　諭

Ａ 全県 95人程度

110

Ｂ１

勤務地域限定

石見地域

15人程度

Ｂ２ 隠岐地域

Ｃ 数理 全県

（10人程度）

※小学校全体に含む
Ｄ１

数理
勤務地域限定

勤務地域限定

石見地域

Ｄ２ 隠岐地域

石見地域

隠岐地域

中学校
教　諭

Ｅ 全県 40人程度 

Ｆ１
国語、社会、数学、理科、英語、保
健体育 

15人程度

Ｆ２

Ｇ
国語、社会、数学、理科、英語、音楽、
美術、保健体育、技術、家庭 

 

 (若干名)
※中学校全体に含む

高等学校
教    諭

Ｈ 全県 40人程度

Ｊ
勤務地域限定 

(隠岐地域に採用から10年以上勤務)

国語、地理歴史及び公民、数学、理
科（物理・化学・生物）、英語、保
健体育、家庭

(若干名) 
※高等学校全体に含む

Ｌ 社会人を対象とした選考
(若干名) 

※高等学校全体に含む

Ｍ 助教諭として採用する選考 工業（電気・機械・建築）
(若干名) 

※高等学校全体に含む

特別支援
学校教諭

Ｎ 小学部

20人程度 術技部学中Ｐ

Ｑ 中学・高等部
国語、社会及び地理歴史、数学、理科、
英語、音楽、美術、保健体育、家庭

養護教諭 Ｒ 全県 20人程度

栄養教諭 Ｓ 全県 1人程度

全校種
・全職種

度程人3考選たしと象対を方るあのいが障Ｔ

人

程

度

55

人

程

度

40

人

程

度

国語、社会、数学、理科、英語、音楽、
美術、保健体育、技術、家庭

国語、社会、数学

特別支援教育担当

農業（園芸・土木・食品製造）、工業
（電気・機械・建築）、商業、水産（漁
業・機関）

国語、地理歴史及び公民、数学、理
科（物理・化学・生物・地学）、英語、芸
術（音楽・書道）、保健体育、家庭、農
業（園芸・土木・食品製造）、工業（電
気・機械・建築）、商業、水産（漁業・機
関）

験　試　次　２　第験　試　次　１　第

 校種
 ・職種

）土（日１月９～）土（日52月８）日（日51月７

筆　記　試　験 実　技　試　験

○理科受験者は、理科実技 
○英語受験者は、英会話 
○音楽受験者は、音楽実技 
○書道受験者は、書道実技
○保健体育受験者は、保健体育実技 
○家庭受験者は、家庭実技 
○商業受験者は、商業実技

Ｎ

●特別支援学校教諭
として必要な専門
的知識や教養

●小学校教諭として
必要な専門的知識
や教養

Ｐ
●中学校教諭として
必要な教科の専門
的知識や教養

○技術実技

Ｑ

●中・高等学校教諭と
　して必要な各教科
の専門的知識や教
養

○理科受験者は、理科実技
○英語受験者は、英会話
○音楽受験者は、音楽実技
○美術受験者は、美術実技
○保健体育受験者は、保健体育実技
○家庭受験者は、家庭実技

養護
教諭

Ｒ ●養護教諭として必要な専門的知識や教養
ロール

プレイング
●養護に関する実技

栄養
教諭

Ｓ ●栄養教諭として必要な専門的知識や教養 場面指導

全校種
・

全職種
Ｔ

（障がいのある方を対象とした選考）
願書に記載した募集区分（Ａ～Ｓのいずれか）の 
内容を実施

願書に記載した募集区分（Ａ～Ｓのいずれか）の内容を実施

　⑶　試験結果の通知

　　①　第１次試験　平成30年８月７日（火）

　　②　第２次試験　平成30年９月26日（水）

　　※いずれの場合も、午前９時に県庁前掲示板に掲示するほか、途中棄権者を除く全受験者に文書で通知します。

　　　あわせて学校企画課ホームページ（http://www.pref.shimane.lg.jp/gakkokikaku/）に掲載します。

　⑷　その他

　　　第２次試験受験者には、第２次試験日に次の書類の提出を求めます。

等　類　書　出　提

 教員免許状の証
 明書等

１部

 英語資格等所有
 者の証明書

各１部

 学校図書館司書
 教諭講習の修了
 証書等 

●免許状所有者 
・所有する全ての普通免許状（願書に記入したもの）の授与証明書（授与された都道府県
教育委員会へ申請すること） 
※島根県教育委員会において授与された普通免許状については、授与証明書の提出を必
要としない 

　・免許状記載の氏名に変更がある場合には、それを証明する書類（戸籍抄本等） 
●免許状取得見込者 
　・平成31年３月卒業・修了予定者は、その大学の発行する免許状取得見込証明書
　・通信教育受講者等は、免許取得可能であることを証明する書類（履修証明書等）

●英語資格等所有者
　・主催団体が発行した公式証明書の写し（コピー）
　　※願書に記載した級・スコアのものであること

●現に学校図書館司書教諭の資格を有する者 
　・文部科学大臣が授与した修了証書の写し（コピー）
●修了証書取得見込(平成31年４月１日現在で修了証書を所有していること)の者
・既に修得している単位修得証明書の写し(放送大学については成績通知書の写し）及び
　単位修得予定科目が分かるものを所定の様式に記入して提出すること 

　　※様式は、島根県教育庁学校企画課ホームページよりダウンロードすること

１部

試験日

内容
募集区分

●高等学校教諭として必要な各教科(科目等）
の専門的知識や教養
○理科（物理・化学・生物・地学）受験者に

ついては、理科全般及び該当科目の専門
的知識や教養

○書道受験者については、書道全般及び国
語の専門的知識や教養

○農業（園芸・土木・食品製造）受験者に
ついては、農業全般及び該当分野の専門
的知識や教養

○工業（電気・機械・建築）受験者につい
ては、工業全般及び該当分野の専門的知
識や教養

○水産（漁業・機関）受験者については、水
産全般及び該当分野の専門的知識や教養
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４　要　　件

　校種
　・職種

募集
区分

要     　　　件

小学校
教  諭

Ａ 小学校教諭普通免許状の所有者

Ｂ１ 次のア及びイの要件を満たす者 
　ア　小学校教諭普通免許状の所有者 
　イ　Ｂ１：石見地域（大田市・江津市・浜田市・益田市・邑智郡・鹿足郡）に限って勤務できる者
　　　Ｂ２：隠岐地域（隠岐郡）に限って勤務できる者Ｂ２

Ｃ 小学校教諭普通免許状及び中学校教諭普通免許状「数学」又は「理科」の所有者

Ｄ１ 次のア及びイの要件を満たす者 
　ア　小学校教諭普通免許状及び中学校教諭普通免許状「数学」又は「理科」の所有者 
　イ　Ｄ１：石見地域（大田市・江津市・浜田市・益田市・邑智郡・鹿足郡）に限って勤務できる者
　　　Ｄ２：隠岐地域（隠岐郡）に限って勤務できる者Ｄ２

中学校
教  諭

Ｅ 中学校教諭普通免許状(国語、社会、数学、理科、英語、音楽、美術、保健体育、技術、家庭)の所有者

Ｆ１
次のア及びイの要件を満たす者 
　ア　中学校教諭普通免許状（国語、社会、数学、理科、英語、保健体育）の所有者 
　イ　石見地域（大田市・江津市・浜田市・益田市・邑智郡・鹿足郡）に限って勤務できる者

Ｆ２
次のア及びイの要件を満たす者
　ア　中学校教諭普通免許状（国語、社会、数学）の所有者
　イ　隠岐地域（隠岐郡）に限って勤務できる者

Ｇ

次のア及びイの要件を満たす者 
　ア　中学校教諭普通免許状（国語、社会、数学、理科、英語、音楽、美術、保健体育、技術、家庭）
　　　及び盲学校、聾学校、養護学校又は特別支援学校教諭普通免許状の所有者
　イ　特別支援教育担当教員として勤務できる者

高等学校
教　　諭

Ｈ

高等学校教諭普通免許状（国語、地理歴史及び公民、数学、理科、英語、音楽、書道、保健体育、家庭、
農業、工業、商業、水産）の所有者
・高等学校教諭「地理歴史及び公民」については、高等学校教諭普通免許状「地理歴史」と「公民」
両方の所有者（高等学校教諭普通免許状「社会」の所有者も出願可）

・高等学校教諭「書道」については、高等学校教諭普通免許状「書道」と「国語」両方の所有者
・高等学校教諭「水産(漁業・機関)」については、高等学校教諭普通免許状「商船」の所有者も出願可

Ｊ

高等学校教諭普通免許状（国語、地理歴史及び公民、数学、理科、英語、保健体育、家庭）の所有者
で、採用から10年以上隠岐地域（隠岐郡）に勤務できる者
・高等学校教諭「地理歴史及び公民」については、高等学校教諭普通免許状「地理歴史」と「公民」
両方の所有者（高等学校教諭普通免許状「社会」の所有者も出願可）

Ｌ
高等学校教諭普通免許状を有しない者で、出願する教科に関する社会的実務経験（５年程度）を有する者
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ［特別免許状による採用］

Ｍ
高等学校教諭普通免許状を有しない者で、大学（電気・機械・建築）の正規の課程（教員の免許状授与
の所要資格を得させるための大学の課程認定を受けたものに限る）を卒業又は平成31年３月末までに卒
業見込の者で、工業の関係科目について58単位以上を修得又は修得見込の者 ［臨時免許状による採用］

特別支援
学校教諭

Ｎ 盲学校、聾学校、養護学校又は特別支援学校教諭普通免許状所有者で、かつ小学校教諭普通免許状の所有者 

Ｐ
盲学校、聾学校、養護学校又は特別支援学校教諭普通免許状所有者で、かつ中学校教諭普通免許状「技術」
の所有者

Ｑ
盲学校、聾学校、養護学校又は特別支援学校教諭普通免許状所有者で、かつ出願する教科の中学校教諭
普通免許状と高等学校教諭普通免許状両方の所有者

養護教諭 Ｒ 養護教諭普通免許状の所有者

栄養教諭 Ｓ 栄養教諭普通免許状の所有者

全校種
・

全職種
Ｔ

（障がいのある方を対象とした選考）
次のア～エの要件を全て満たす者 
　ア　募集区分Ａ～Ｓにおいて、採用を希望する区分一つを選択し、その定める要件を満たす者
　イ　身体障害者手帳の交付を受けている者 
　ウ　自力での通勤が可能な者 
　エ　介助者なしで教員として職務の遂行が可能な者

５　第１次試験免除の特例

　⑴　特例の内容

　⑵　特例の対象

種職・種校るなと象対分区例特

１ 全免除 小学校教諭、中学校教諭、高等学校教諭（農業、工業、水産）、特別支援学校教諭、養護教諭、栄養教諭

２ 一部免除 高等学校教諭（国語、地理歴史及び公民、数学、理科、英語、芸術、保健体育、家庭、商業）

②　前年度第２次試験の全てを受験した者への特例

件　　　　　　　　　要分区例特

３ 全免除

募集区分Ａ～Ｔに出願した者で、次の①～③の要件を全て満たす者

①　前年度第２次試験選考結果のうち、「面接試験・模擬授業等」の段階がＡで、「平成31年度島

根県公立学校教員採用候補者選考試験の第１次試験免除について（通知）」が島根県教育委員会か

ら送付されている者

②　出願時に、国公私立の小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校又は特別支援

学校の教諭・助教諭・養護教諭・栄養教諭、講師・養護助教諭・学校栄養職員（いずれも非常勤

を含む）、実習助手、寄宿舎指導員として勤務している者

③　前年度試験と同一校種・職種に出願する者

４ 一部免除

募集区分Ａ～Ｔに出願した者で、次の①～③の要件を全て満たす者 

①　前年度第２次試験の全てを受験した者（平成30年度島根県公立学校教員採用候補者名簿に登載

された後、採用を辞退した者、及び特例区分３に該当する者は除く） 

③　前年度試験と同一校種・職種に出願する者

６　出願手続き

　⑴　出願期間　　平成30年５月７日（月）～５月22日（火）

　　①　直接提出する場合の受付時間は、月～金曜日の９時から17時までとします。

　　②　郵送の場合は簡易書留とし、平成30年５月21日（月）までの消印を有効とします。

※出願書類が受理されたかどうかの問い合わせにはお答えできません。必ず「簡易書留」で郵送し、受験票が送付

されるまで受領証を保管してください。「簡易書留」によらない郵便（普通郵便・メール便等）の事故等について

は、一切考慮しません。

　⑵　願書等の提出先　〒690-8502　島根県松江市殿町１番地　島根県教育庁学校企画課

　⑶　留意事項

　　①　提出の際は、以下のア、イいずれかの封筒を使用してください。

　　　ア　別添の出願用封筒

イ　角形２号（33.2cm×24.0cm）封筒の表裏に所定の用紙（島根県教育庁学校企画課ホームページの実施要項の中か

らダウンロードし、普通紙にカラー印刷したもの）を貼ったもの

②　車椅子の使用や点字など受験への配慮を希望する場合は、願書該当欄の「希望する」を○印で囲んでください。該

当者には６月１日（金）までに学校企画課から連絡します。

③　募集区分Ｔの出願者は、障がいの程度に応じて、試験の一部を免除する場合があります。該当者には６月１日（金）

までに学校企画課から連絡します。

④　特例区分１～４のいずれかに該当する者で、特例を申し出る場合は、願書の特例区分１～４のいずれか一つを○印

で囲んでください。○印の記入がない場合は、第１次試験全免除又は一部免除の対象になりません。

⑤　書類不備のものは受理できません。なお、この試験において提出された書類は一切返却しません。

験試るれさ除免分区例特

全 免 除 一般教養・教職教養試験及び専門教養試験

一部免除 一般教養・教職教養試験

①　現職教諭（正式採用）として勤務している者への特例

　現職教諭とは、島根県外の国公立の小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の

教諭・養護教諭・栄養教諭（いずれも正式採用）の職にあり、平成31年３月末現在で１年以上（休職、育児休業等の

期間を除く）の勤務経験を有する者のことをいう。

　⑷　提　出　書　類

　　①　全出願者が提出する書類

等　類　書　出　提

・本県所定の用紙（様式１）を使用すること（記入例１・記入例２を参照）

・本県所定の用紙（様式２・様式３）を使用すること（記入例３を参照）

・本県所定の用紙（様式４）を使用すること

書願

基本データ入力票①・②

受験票 １部 

連絡用封筒
・のり付封筒（両面テープ貼付可）角形２号（33.2㎝×24.0㎝）を使用すること
・封筒の表に、郵便番号、住所、氏名（「様」を付ける）を明記し、それぞれに
　365円分の切手を貼付すること

２部

②　該当する出願者が提出する書類

等　類　書　出　提

在職証明書

特例区分１

及び２の出

願者

１部

特例区分３

の出願者
１部

免除対象者であ
ることを証明す
る書類

特例区分３

の出願者
１部

社会的実務経験
申出書

募集区分Ｌ

の出願者
１部

７　選考試験

　⑴　期日及び会場

　　①　第１次試験

　　　　　期日　平成30年７月15日（日）

　　　　　会場　島根県立松江南高等学校（松江市八雲台1-1-1） 島根県立松江商業高等学校（松江市浜乃木８丁目1-1）

　　　　　　　※日程、会場及び携行品の詳細については、受験票送付の際に通知します。

　　②　第２次試験

　　　　　期日　平成30年８月25日（土）～９月１日（土） ※詳細は第１次試験選考結果に併せ通知します。

　⑵　試験内容等

験　試　次　２　第験　試　次　１　第

 校種
 ・職種

）土（日１月９～）土（日52月８）日（日51月７

筆　記　試　験 実　技　試　験

Ａ
Ｂ１
Ｂ２
Ｃ

Ｄ１
Ｄ２

●小学校教諭として必要な専門的知識や教養

Ｅ

Ｆ１

Ｆ２

●中学校教諭として必要な各教科の専門的知
識や教養 

○理科受験者は、理科実技
○英語受験者は、英会話
○音楽受験者は、音楽実技
○美術受験者は、美術実技
○保健体育受験者は、保健体育実技
○技術受験者は、技術実技
○家庭受験者は、家庭実技

Ｇ

●特別支援学校教諭と
して必要な専門的知
識や教養

●中学校教諭として必
要な各教科の専門的
知識や教養

試験日

内容
募集区分

　提出書類は、島根県教育庁学校企画課ホームページの実施要項の中からダウンロードすることができます。ただし、出

願書類として使用する場合は以下の事項に注意してください。

　・ダウンロードした書類は、すべて変倍せずに印刷すること

　・様式１・様式２・様式３は、普通紙（Ａ４サイズ）に片面印刷したものを使用すること

　・様式４

　※普通紙に印刷した様式４をはがき程度の厚さの紙に貼付したものは不可

は、はがきサイズで、はがき程度の厚さの紙に直接印刷したものを使用すること（はがきも可）
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 ※様式は、島根県教育庁学校企画課ホームページよりダウンロードすること

・国公私立の小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校又は
特別支援学校の教諭・助教諭・養護教諭・栄養教諭、講師・養護助教諭・
学校栄養職員（いずれも非常勤を含む）、実習助手、寄宿舎指導員として勤
務していることを所定の様式により証明を受けること

　ただし、島根県内の公立学校に勤務している者は除く
※様式は、島根県教育庁学校企画課ホームページよりダウンロードすること

「平成31年度島根県公立学校教員採用候補者選考試験の第１次試験免除につ　
 いて（通知）」の写し（コピー）　

・所定の様式に必要事項を記入し提出すること 
※様式は、島根県教育庁学校企画課ホームページよりダウンロードすること

・島根県外の国公立の小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教
育学校又は特別支援学校の教諭・養護教諭・栄養教諭(いずれも正式採
用）として勤務していることを所定の様式により証明を受けること

②　平成30年度（平成30年５月１日現在）に島根県内の公立小学校、中学校、義務教育学校、高
等学校、特別支援学校、又は共同調理場に臨時的任用教職員（講師・養護助教諭（いずれも非
常勤を含む）、学校栄養職員、実習助手、寄宿舎指導員）として勤務している者

各１部

１部

備考　・要件の「普通免許状」とは、教育職員免許法に規定する教員免許状（平成31年４月１日現在で有効な免許状）に限り
ます。

　　　・平成31年３月末までに教員免許状取得見込の者も所有者とみなします。
　　　・日本国籍を有しない者は、任用の期限を付さない常勤講師に任用します。この場合、「３ 募集区分等」の「校種・職

種」欄の「教諭」を「任用の期限を付さない常勤講師」と読み替えます。

－ 2 －



４　要　　件

　校種
　・職種

募集
区分

要     　　　件

小学校
教  諭

Ａ 小学校教諭普通免許状の所有者

Ｂ１ 次のア及びイの要件を満たす者 
　ア　小学校教諭普通免許状の所有者 
　イ　Ｂ１：石見地域（大田市・江津市・浜田市・益田市・邑智郡・鹿足郡）に限って勤務できる者
　　　Ｂ２：隠岐地域（隠岐郡）に限って勤務できる者Ｂ２

Ｃ 小学校教諭普通免許状及び中学校教諭普通免許状「数学」又は「理科」の所有者

Ｄ１ 次のア及びイの要件を満たす者 
　ア　小学校教諭普通免許状及び中学校教諭普通免許状「数学」又は「理科」の所有者 
　イ　Ｄ１：石見地域（大田市・江津市・浜田市・益田市・邑智郡・鹿足郡）に限って勤務できる者
　　　Ｄ２：隠岐地域（隠岐郡）に限って勤務できる者Ｄ２

中学校
教  諭

Ｅ 中学校教諭普通免許状(国語、社会、数学、理科、英語、音楽、美術、保健体育、技術、家庭)の所有者

Ｆ１
次のア及びイの要件を満たす者 
　ア　中学校教諭普通免許状（国語、社会、数学、理科、英語、保健体育）の所有者 
　イ　石見地域（大田市・江津市・浜田市・益田市・邑智郡・鹿足郡）に限って勤務できる者

Ｆ２
次のア及びイの要件を満たす者
　ア　中学校教諭普通免許状（国語、社会、数学）の所有者
　イ　隠岐地域（隠岐郡）に限って勤務できる者

Ｇ

次のア及びイの要件を満たす者 
　ア　中学校教諭普通免許状（国語、社会、数学、理科、英語、音楽、美術、保健体育、技術、家庭）
　　　及び盲学校、聾学校、養護学校又は特別支援学校教諭普通免許状の所有者
　イ　特別支援教育担当教員として勤務できる者

高等学校
教　　諭

Ｈ

高等学校教諭普通免許状（国語、地理歴史及び公民、数学、理科、英語、音楽、書道、保健体育、家庭、
農業、工業、商業、水産）の所有者
・高等学校教諭「地理歴史及び公民」については、高等学校教諭普通免許状「地理歴史」と「公民」
両方の所有者（高等学校教諭普通免許状「社会」の所有者も出願可）

・高等学校教諭「書道」については、高等学校教諭普通免許状「書道」と「国語」両方の所有者
・高等学校教諭「水産(漁業・機関)」については、高等学校教諭普通免許状「商船」の所有者も出願可

Ｊ

高等学校教諭普通免許状（国語、地理歴史及び公民、数学、理科、英語、保健体育、家庭）の所有者
で、採用から10年以上隠岐地域（隠岐郡）に勤務できる者
・高等学校教諭「地理歴史及び公民」については、高等学校教諭普通免許状「地理歴史」と「公民」
両方の所有者（高等学校教諭普通免許状「社会」の所有者も出願可）

Ｌ
高等学校教諭普通免許状を有しない者で、出願する教科に関する社会的実務経験（５年程度）を有する者
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ［特別免許状による採用］

Ｍ
高等学校教諭普通免許状を有しない者で、大学（電気・機械・建築）の正規の課程（教員の免許状授与
の所要資格を得させるための大学の課程認定を受けたものに限る）を卒業又は平成31年３月末までに卒
業見込の者で、工業の関係科目について58単位以上を修得又は修得見込の者 ［臨時免許状による採用］

特別支援
学校教諭

Ｎ 盲学校、聾学校、養護学校又は特別支援学校教諭普通免許状所有者で、かつ小学校教諭普通免許状の所有者 

Ｐ
盲学校、聾学校、養護学校又は特別支援学校教諭普通免許状所有者で、かつ中学校教諭普通免許状「技術」
の所有者

Ｑ
盲学校、聾学校、養護学校又は特別支援学校教諭普通免許状所有者で、かつ出願する教科の中学校教諭
普通免許状と高等学校教諭普通免許状両方の所有者

養護教諭 Ｒ 養護教諭普通免許状の所有者

栄養教諭 Ｓ 栄養教諭普通免許状の所有者

全校種
・

全職種
Ｔ

（障がいのある方を対象とした選考）
次のア～エの要件を全て満たす者 
　ア　募集区分Ａ～Ｓにおいて、採用を希望する区分一つを選択し、その定める要件を満たす者
　イ　身体障害者手帳の交付を受けている者 
　ウ　自力での通勤が可能な者 
　エ　介助者なしで教員として職務の遂行が可能な者

５　第１次試験免除の特例

　⑴　特例の内容

　⑵　特例の対象

種職・種校るなと象対分区例特

１ 全免除 小学校教諭、中学校教諭、高等学校教諭（農業、工業、水産）、特別支援学校教諭、養護教諭、栄養教諭

２ 一部免除 高等学校教諭（国語、地理歴史及び公民、数学、理科、英語、芸術、保健体育、家庭、商業）

②　前年度第２次試験の全てを受験した者への特例

件　　　　　　　　　要分区例特

３ 全免除

募集区分Ａ～Ｔに出願した者で、次の①～③の要件を全て満たす者

①　前年度第２次試験選考結果のうち、「面接試験・模擬授業等」の段階がＡで、「平成31年度島

根県公立学校教員採用候補者選考試験の第１次試験免除について（通知）」が島根県教育委員会か

ら送付されている者

②　出願時に、国公私立の小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校又は特別支援

学校の教諭・助教諭・養護教諭・栄養教諭、講師・養護助教諭・学校栄養職員（いずれも非常勤

を含む）、実習助手、寄宿舎指導員として勤務している者

③　前年度試験と同一校種・職種に出願する者

４ 一部免除

募集区分Ａ～Ｔに出願した者で、次の①～③の要件を全て満たす者 

①　前年度第２次試験の全てを受験した者（平成30年度島根県公立学校教員採用候補者名簿に登載

された後、採用を辞退した者、及び特例区分３に該当する者は除く） 

③　前年度試験と同一校種・職種に出願する者

６　出願手続き

　⑴　出願期間　　平成30年５月７日（月）～５月22日（火）

　　①　直接提出する場合の受付時間は、月～金曜日の９時から17時までとします。

　　②　郵送の場合は簡易書留とし、平成30年５月21日（月）までの消印を有効とします。

※出願書類が受理されたかどうかの問い合わせにはお答えできません。必ず「簡易書留」で郵送し、受験票が送付

されるまで受領証を保管してください。「簡易書留」によらない郵便（普通郵便・メール便等）の事故等について

は、一切考慮しません。

　⑵　願書等の提出先　〒690-8502　島根県松江市殿町１番地　島根県教育庁学校企画課

　⑶　留意事項

　　①　提出の際は、以下のア、イいずれかの封筒を使用してください。

　　　ア　別添の出願用封筒

イ　角形２号（33.2cm×24.0cm）封筒の表裏に所定の用紙（島根県教育庁学校企画課ホームページの実施要項の中か

らダウンロードし、普通紙にカラー印刷したもの）を貼ったもの

②　車椅子の使用や点字など受験への配慮を希望する場合は、願書該当欄の「希望する」を○印で囲んでください。該

当者には６月１日（金）までに学校企画課から連絡します。

③　募集区分Ｔの出願者は、障がいの程度に応じて、試験の一部を免除する場合があります。該当者には６月１日（金）

までに学校企画課から連絡します。

④　特例区分１～４のいずれかに該当する者で、特例を申し出る場合は、願書の特例区分１～４のいずれか一つを○印

で囲んでください。○印の記入がない場合は、第１次試験全免除又は一部免除の対象になりません。

⑤　書類不備のものは受理できません。なお、この試験において提出された書類は一切返却しません。

験試るれさ除免分区例特

全 免 除 一般教養・教職教養試験及び専門教養試験

一部免除 一般教養・教職教養試験

①　現職教諭（正式採用）として勤務している者への特例

　現職教諭とは、島根県外の国公立の小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の

教諭・養護教諭・栄養教諭（いずれも正式採用）の職にあり、平成31年３月末現在で１年以上（休職、育児休業等の

期間を除く）の勤務経験を有する者のことをいう。

　⑷　提　出　書　類

　　①　全出願者が提出する書類

等　類　書　出　提

・本県所定の用紙（様式１）を使用すること（記入例１・記入例２を参照）

・本県所定の用紙（様式２・様式３）を使用すること（記入例３を参照）

・本県所定の用紙（様式４）を使用すること

書願

基本データ入力票①・②

受験票 １部 

連絡用封筒
・のり付封筒（両面テープ貼付可）角形２号（33.2㎝×24.0㎝）を使用すること
・封筒の表に、郵便番号、住所、氏名（「様」を付ける）を明記し、それぞれに
　365円分の切手を貼付すること

２部

②　該当する出願者が提出する書類

等　類　書　出　提

在職証明書

特例区分１

及び２の出

願者

１部

特例区分３

の出願者
１部

免除対象者であ
ることを証明す
る書類

特例区分３

の出願者
１部

社会的実務経験
申出書

募集区分Ｌ

の出願者
１部

７　選考試験

　⑴　期日及び会場

　　①　第１次試験

　　　　　期日　平成30年７月15日（日）

　　　　　会場　島根県立松江南高等学校（松江市八雲台1-1-1） 島根県立松江商業高等学校（松江市浜乃木８丁目1-1）

　　　　　　　※日程、会場及び携行品の詳細については、受験票送付の際に通知します。

　　②　第２次試験

　　　　　期日　平成30年８月25日（土）～９月１日（土） ※詳細は第１次試験選考結果に併せ通知します。

　⑵　試験内容等

験　試　次　２　第験　試　次　１　第

 校種
 ・職種

）土（日１月９～）土（日52月８）日（日51月７

筆　記　試　験 実　技　試　験

Ａ
Ｂ１
Ｂ２
Ｃ

Ｄ１
Ｄ２

●小学校教諭として必要な専門的知識や教養

Ｅ

Ｆ１

Ｆ２

●中学校教諭として必要な各教科の専門的知
識や教養 

○理科受験者は、理科実技
○英語受験者は、英会話
○音楽受験者は、音楽実技
○美術受験者は、美術実技
○保健体育受験者は、保健体育実技
○技術受験者は、技術実技
○家庭受験者は、家庭実技

Ｇ

●特別支援学校教諭と
して必要な専門的知
識や教養

●中学校教諭として必
要な各教科の専門的
知識や教養

試験日

内容
募集区分

　提出書類は、島根県教育庁学校企画課ホームページの実施要項の中からダウンロードすることができます。ただし、出

願書類として使用する場合は以下の事項に注意してください。

　・ダウンロードした書類は、すべて変倍せずに印刷すること

　・様式１・様式２・様式３は、普通紙（Ａ４サイズ）に片面印刷したものを使用すること

　・様式４

　※普通紙に印刷した様式４をはがき程度の厚さの紙に貼付したものは不可

は、はがきサイズで、はがき程度の厚さの紙に直接印刷したものを使用すること（はがきも可）
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 ※様式は、島根県教育庁学校企画課ホームページよりダウンロードすること

・国公私立の小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校又は
特別支援学校の教諭・助教諭・養護教諭・栄養教諭、講師・養護助教諭・
学校栄養職員（いずれも非常勤を含む）、実習助手、寄宿舎指導員として勤
務していることを所定の様式により証明を受けること

　ただし、島根県内の公立学校に勤務している者は除く
※様式は、島根県教育庁学校企画課ホームページよりダウンロードすること

「平成31年度島根県公立学校教員採用候補者選考試験の第１次試験免除につ　
 いて（通知）」の写し（コピー）　

・所定の様式に必要事項を記入し提出すること 
※様式は、島根県教育庁学校企画課ホームページよりダウンロードすること

・島根県外の国公立の小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教
育学校又は特別支援学校の教諭・養護教諭・栄養教諭(いずれも正式採
用）として勤務していることを所定の様式により証明を受けること

②　平成30年度（平成30年５月１日現在）に島根県内の公立小学校、中学校、義務教育学校、高
等学校、特別支援学校、又は共同調理場に臨時的任用教職員（講師・養護助教諭（いずれも非
常勤を含む）、学校栄養職員、実習助手、寄宿舎指導員）として勤務している者

各１部

１部

備考　・要件の「普通免許状」とは、教育職員免許法に規定する教員免許状（平成31年４月１日現在で有効な免許状）に限り
ます。

　　　・平成31年３月末までに教員免許状取得見込の者も所有者とみなします。
　　　・日本国籍を有しない者は、任用の期限を付さない常勤講師に任用します。この場合、「３ 募集区分等」の「校種・職

種」欄の「教諭」を「任用の期限を付さない常勤講師」と読み替えます。
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４　要　　件

　校種
　・職種

募集
区分

要     　　　件

小学校
教  諭

Ａ 小学校教諭普通免許状の所有者

Ｂ１ 次のア及びイの要件を満たす者 
　ア　小学校教諭普通免許状の所有者 
　イ　Ｂ１：石見地域（大田市・江津市・浜田市・益田市・邑智郡・鹿足郡）に限って勤務できる者
　　　Ｂ２：隠岐地域（隠岐郡）に限って勤務できる者Ｂ２

Ｃ 小学校教諭普通免許状及び中学校教諭普通免許状「数学」又は「理科」の所有者

Ｄ１ 次のア及びイの要件を満たす者 
　ア　小学校教諭普通免許状及び中学校教諭普通免許状「数学」又は「理科」の所有者 
　イ　Ｄ１：石見地域（大田市・江津市・浜田市・益田市・邑智郡・鹿足郡）に限って勤務できる者
　　　Ｄ２：隠岐地域（隠岐郡）に限って勤務できる者Ｄ２

中学校
教  諭

Ｅ 中学校教諭普通免許状(国語、社会、数学、理科、英語、音楽、美術、保健体育、技術、家庭)の所有者

Ｆ１
次のア及びイの要件を満たす者 
　ア　中学校教諭普通免許状（国語、社会、数学、理科、英語、保健体育）の所有者 
　イ　石見地域（大田市・江津市・浜田市・益田市・邑智郡・鹿足郡）に限って勤務できる者

Ｆ２
次のア及びイの要件を満たす者
　ア　中学校教諭普通免許状（国語、社会、数学）の所有者
　イ　隠岐地域（隠岐郡）に限って勤務できる者

Ｇ

次のア及びイの要件を満たす者 
　ア　中学校教諭普通免許状（国語、社会、数学、理科、英語、音楽、美術、保健体育、技術、家庭）
　　　及び盲学校、聾学校、養護学校又は特別支援学校教諭普通免許状の所有者
　イ　特別支援教育担当教員として勤務できる者

高等学校
教　　諭

Ｈ

高等学校教諭普通免許状（国語、地理歴史及び公民、数学、理科、英語、音楽、書道、保健体育、家庭、
農業、工業、商業、水産）の所有者
・高等学校教諭「地理歴史及び公民」については、高等学校教諭普通免許状「地理歴史」と「公民」
両方の所有者（高等学校教諭普通免許状「社会」の所有者も出願可）

・高等学校教諭「書道」については、高等学校教諭普通免許状「書道」と「国語」両方の所有者
・高等学校教諭「水産(漁業・機関)」については、高等学校教諭普通免許状「商船」の所有者も出願可

Ｊ

高等学校教諭普通免許状（国語、地理歴史及び公民、数学、理科、英語、保健体育、家庭）の所有者
で、採用から10年以上隠岐地域（隠岐郡）に勤務できる者
・高等学校教諭「地理歴史及び公民」については、高等学校教諭普通免許状「地理歴史」と「公民」
両方の所有者（高等学校教諭普通免許状「社会」の所有者も出願可）

Ｌ
高等学校教諭普通免許状を有しない者で、出願する教科に関する社会的実務経験（５年程度）を有する者
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ［特別免許状による採用］

Ｍ
高等学校教諭普通免許状を有しない者で、大学（電気・機械・建築）の正規の課程（教員の免許状授与
の所要資格を得させるための大学の課程認定を受けたものに限る）を卒業又は平成31年３月末までに卒
業見込の者で、工業の関係科目について58単位以上を修得又は修得見込の者 ［臨時免許状による採用］

特別支援
学校教諭

Ｎ 盲学校、聾学校、養護学校又は特別支援学校教諭普通免許状所有者で、かつ小学校教諭普通免許状の所有者 

Ｐ
盲学校、聾学校、養護学校又は特別支援学校教諭普通免許状所有者で、かつ中学校教諭普通免許状「技術」
の所有者

Ｑ
盲学校、聾学校、養護学校又は特別支援学校教諭普通免許状所有者で、かつ出願する教科の中学校教諭
普通免許状と高等学校教諭普通免許状両方の所有者

養護教諭 Ｒ 養護教諭普通免許状の所有者

栄養教諭 Ｓ 栄養教諭普通免許状の所有者

全校種
・

全職種
Ｔ

（障がいのある方を対象とした選考）
次のア～エの要件を全て満たす者 
　ア　募集区分Ａ～Ｓにおいて、採用を希望する区分一つを選択し、その定める要件を満たす者
　イ　身体障害者手帳の交付を受けている者 
　ウ　自力での通勤が可能な者 
　エ　介助者なしで教員として職務の遂行が可能な者

５　第１次試験免除の特例

　⑴　特例の内容

　⑵　特例の対象

種職・種校るなと象対分区例特

１ 全免除 小学校教諭、中学校教諭、高等学校教諭（農業、工業、水産）、特別支援学校教諭、養護教諭、栄養教諭

２ 一部免除 高等学校教諭（国語、地理歴史及び公民、数学、理科、英語、芸術、保健体育、家庭、商業）

②　前年度第２次試験の全てを受験した者への特例

件　　　　　　　　　要分区例特

３ 全免除

募集区分Ａ～Ｔに出願した者で、次の①～③の要件を全て満たす者

①　前年度第２次試験選考結果のうち、「面接試験・模擬授業等」の段階がＡで、「平成31年度島

根県公立学校教員採用候補者選考試験の第１次試験免除について（通知）」が島根県教育委員会か

ら送付されている者

②　出願時に、国公私立の小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校又は特別支援

学校の教諭・助教諭・養護教諭・栄養教諭、講師・養護助教諭・学校栄養職員（いずれも非常勤

を含む）、実習助手、寄宿舎指導員として勤務している者

③　前年度試験と同一校種・職種に出願する者

４ 一部免除

募集区分Ａ～Ｔに出願した者で、次の①～③の要件を全て満たす者 

①　前年度第２次試験の全てを受験した者（平成30年度島根県公立学校教員採用候補者名簿に登載

された後、採用を辞退した者、及び特例区分３に該当する者は除く） 

③　前年度試験と同一校種・職種に出願する者

６　出願手続き

　⑴　出願期間　　平成30年５月７日（月）～５月22日（火）

　　①　直接提出する場合の受付時間は、月～金曜日の９時から17時までとします。

　　②　郵送の場合は簡易書留とし、平成30年５月21日（月）までの消印を有効とします。

※出願書類が受理されたかどうかの問い合わせにはお答えできません。必ず「簡易書留」で郵送し、受験票が送付

されるまで受領証を保管してください。「簡易書留」によらない郵便（普通郵便・メール便等）の事故等について

は、一切考慮しません。

　⑵　願書等の提出先　〒690-8502　島根県松江市殿町１番地　島根県教育庁学校企画課

　⑶　留意事項

　　①　提出の際は、以下のア、イいずれかの封筒を使用してください。

　　　ア　別添の出願用封筒

イ　角形２号（33.2cm×24.0cm）封筒の表裏に所定の用紙（島根県教育庁学校企画課ホームページの実施要項の中か

らダウンロードし、普通紙にカラー印刷したもの）を貼ったもの

②　車椅子の使用や点字など受験への配慮を希望する場合は、願書該当欄の「希望する」を○印で囲んでください。該

当者には６月１日（金）までに学校企画課から連絡します。

③　募集区分Ｔの出願者は、障がいの程度に応じて、試験の一部を免除する場合があります。該当者には６月１日（金）

までに学校企画課から連絡します。

④　特例区分１～４のいずれかに該当する者で、特例を申し出る場合は、願書の特例区分１～４のいずれか一つを○印

で囲んでください。○印の記入がない場合は、第１次試験全免除又は一部免除の対象になりません。

⑤　書類不備のものは受理できません。なお、この試験において提出された書類は一切返却しません。

験試るれさ除免分区例特

全 免 除 一般教養・教職教養試験及び専門教養試験

一部免除 一般教養・教職教養試験

①　現職教諭（正式採用）として勤務している者への特例

　現職教諭とは、島根県外の国公立の小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の

教諭・養護教諭・栄養教諭（いずれも正式採用）の職にあり、平成31年３月末現在で１年以上（休職、育児休業等の

期間を除く）の勤務経験を有する者のことをいう。

　⑷　提　出　書　類

　　①　全出願者が提出する書類

等　類　書　出　提

・本県所定の用紙（様式１）を使用すること（記入例１・記入例２を参照）

・本県所定の用紙（様式２・様式３）を使用すること（記入例３を参照）

・本県所定の用紙（様式４）を使用すること

書願

基本データ入力票①・②

受験票 １部 

連絡用封筒
・のり付封筒（両面テープ貼付可）角形２号（33.2㎝×24.0㎝）を使用すること
・封筒の表に、郵便番号、住所、氏名（「様」を付ける）を明記し、それぞれに
　365円分の切手を貼付すること

２部

②　該当する出願者が提出する書類

等　類　書　出　提

在職証明書

特例区分１

及び２の出

願者

１部

特例区分３

の出願者
１部

免除対象者であ
ることを証明す
る書類

特例区分３

の出願者
１部

社会的実務経験
申出書

募集区分Ｌ

の出願者
１部

７　選考試験

　⑴　期日及び会場

　　①　第１次試験

　　　　　期日　平成30年７月15日（日）

　　　　　会場　島根県立松江南高等学校（松江市八雲台1-1-1） 島根県立松江商業高等学校（松江市浜乃木８丁目1-1）

　　　　　　　※日程、会場及び携行品の詳細については、受験票送付の際に通知します。

　　②　第２次試験

　　　　　期日　平成30年８月25日（土）～９月１日（土） ※詳細は第１次試験選考結果に併せ通知します。

　⑵　試験内容等

験　試　次　２　第験　試　次　１　第

 校種
 ・職種

）土（日１月９～）土（日52月８）日（日51月７

筆　記　試　験 実　技　試　験

Ａ
Ｂ１
Ｂ２
Ｃ
Ｄ１
Ｄ２

●小学校教諭として必要な専門的知識や教養

Ｅ

Ｆ１

Ｆ２

●中学校教諭として必要な各教科の専門的知
識や教養 

○理科受験者は、理科実技
○英語受験者は、英会話
○音楽受験者は、音楽実技
○美術受験者は、美術実技
○保健体育受験者は、保健体育実技
○技術受験者は、技術実技
○家庭受験者は、家庭実技

Ｇ

●特別支援学校教諭と
して必要な専門的知
識や教養

●中学校教諭として必
要な各教科の専門的
知識や教養

試験日

内容
募集区分

　提出書類は、島根県教育庁学校企画課ホームページの実施要項の中からダウンロードすることができます。ただし、出

願書類として使用する場合は以下の事項に注意してください。

　・ダウンロードした書類は、すべて変倍せずに印刷すること

　・様式１・様式２・様式３は、普通紙（Ａ４サイズ）に片面印刷したものを使用すること

　・様式４

　※普通紙に印刷した様式４をはがき程度の厚さの紙に貼付したものは不可

は、はがきサイズで、はがき程度の厚さの紙に直接印刷したものを使用すること（はがきも可）
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 ※様式は、島根県教育庁学校企画課ホームページよりダウンロードすること

・国公私立の小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校又は
特別支援学校の教諭・助教諭・養護教諭・栄養教諭、講師・養護助教諭・
学校栄養職員（いずれも非常勤を含む）、実習助手、寄宿舎指導員として勤
務していることを所定の様式により証明を受けること

　ただし、島根県内の公立学校に勤務している者は除く
※様式は、島根県教育庁学校企画課ホームページよりダウンロードすること

「平成31年度島根県公立学校教員採用候補者選考試験の第１次試験免除につ　
 いて（通知）」の写し（コピー）　

・所定の様式に必要事項を記入し提出すること 
※様式は、島根県教育庁学校企画課ホームページよりダウンロードすること

・島根県外の国公立の小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教
育学校又は特別支援学校の教諭・養護教諭・栄養教諭(いずれも正式採
用）として勤務していることを所定の様式により証明を受けること

②　平成30年度（平成30年５月１日現在）に島根県内の公立小学校、中学校、義務教育学校、高
等学校、特別支援学校、又は共同調理場に臨時的任用教職員（講師・養護助教諭（いずれも非
常勤を含む）、学校栄養職員、実習助手、寄宿舎指導員）として勤務している者

各１部

１部

備考　・要件の「普通免許状」とは、教育職員免許法に規定する教員免許状（平成31年４月１日現在で有効な免許状）に限り
ます。

　　　・平成31年３月末までに教員免許状取得見込の者も所有者とみなします。
　　　・日本国籍を有しない者は、任用の期限を付さない常勤講師に任用します。この場合、「３ 募集区分等」の「校種・職

種」欄の「教諭」を「任用の期限を付さない常勤講師」と読み替えます。
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１　目　　的

　　この試験は、平成31年度に島根県公立学校教員として採用する候補者を選考するために行います。

２　出願資格

　　次の⑴～⑶の全てに該当する者が出願できます。

　⑴　地方公務員法第16条及び学校教育法第９条の欠格事由に該当しない者

　⑵　昭和34年４月２日以降に生まれた者

　⑶ 「４ 要件」に定める教員免許状等の資格を有する者

３　募集区分等

平成31年度島根県公立学校教員採用候補者選考試験実施要項

島根県教育委員会

  校種
  ・職種

 募集区分 教科（科目等） 募集人数

小学校
教　諭

Ａ 全県 95人程度

110

Ｂ１

勤務地域限定

石見地域

15人程度

Ｂ２ 隠岐地域

Ｃ 数理 全県

（10人程度）

※小学校全体に含む
Ｄ１

数理
勤務地域限定

勤務地域限定

石見地域

Ｄ２ 隠岐地域

石見地域

隠岐地域

中学校
教　諭

Ｅ 全県 40人程度 

Ｆ１
国語、社会、数学、理科、英語、保
健体育 

15人程度

Ｆ２

Ｇ
国語、社会、数学、理科、英語、音楽、
美術、保健体育、技術、家庭 

 

 (若干名)
※中学校全体に含む

高等学校
教    諭

Ｈ 全県 40人程度

Ｊ
勤務地域限定 

(隠岐地域に採用から10年以上勤務)

国語、地理歴史及び公民、数学、理
科（物理・化学・生物）、英語、保
健体育、家庭

(若干名) 
※高等学校全体に含む

Ｌ 社会人を対象とした選考
(若干名) 

※高等学校全体に含む

Ｍ 助教諭として採用する選考 工業（電気・機械・建築）
(若干名) 

※高等学校全体に含む

特別支援
学校教諭

Ｎ 小学部

20人程度 術技部学中Ｐ

Ｑ 中学・高等部
国語、社会及び地理歴史、数学、理科、
英語、音楽、美術、保健体育、家庭

養護教諭 Ｒ 全県 20人程度

栄養教諭 Ｓ 全県 1人程度

全校種
・全職種

度程人3考選たしと象対を方るあのいが障Ｔ

人

程

度

55

人

程

度

40

人

程

度

国語、社会、数学、理科、英語、音楽、
美術、保健体育、技術、家庭

国語、社会、数学

特別支援教育担当

農業（園芸・土木・食品製造）、工業
（電気・機械・建築）、商業、水産（漁
業・機関）

国語、地理歴史及び公民、数学、理
科（物理・化学・生物・地学）、英語、芸
術（音楽・書道）、保健体育、家庭、農
業（園芸・土木・食品製造）、工業（電
気・機械・建築）、商業、水産（漁業・機
関）

験　試　次　２　第験　試　次　１　第

 校種
 ・職種

）土（日１月９～）土（日52月８）日（日51月７

筆　記　試　験 実　技　試　験

○理科受験者は、理科実技 
○英語受験者は、英会話 
○音楽受験者は、音楽実技 
○書道受験者は、書道実技
○保健体育受験者は、保健体育実技 
○家庭受験者は、家庭実技 
○商業受験者は、商業実技

Ｎ

●特別支援学校教諭
として必要な専門
的知識や教養

●小学校教諭として
必要な専門的知識
や教養

Ｐ
●中学校教諭として
必要な教科の専門
的知識や教養

○技術実技

Ｑ

●中・高等学校教諭と
　して必要な各教科
の専門的知識や教
養

○理科受験者は、理科実技
○英語受験者は、英会話
○音楽受験者は、音楽実技
○美術受験者は、美術実技
○保健体育受験者は、保健体育実技
○家庭受験者は、家庭実技

養護
教諭

Ｒ ●養護教諭として必要な専門的知識や教養
ロール

プレイング
●養護に関する実技

栄養
教諭

Ｓ ●栄養教諭として必要な専門的知識や教養 場面指導

全校種
・

全職種
Ｔ

（障がいのある方を対象とした選考）
願書に記載した募集区分（Ａ～Ｓのいずれか）の 
内容を実施

願書に記載した募集区分（Ａ～Ｓのいずれか）の内容を実施

　⑶　試験結果の通知

　　①　第１次試験　平成30年８月７日（火）

　　②　第２次試験　平成30年９月26日（水）

　　※いずれの場合も、午前９時に県庁前掲示板に掲示するほか、途中棄権者を除く全受験者に文書で通知します。

　　　あわせて学校企画課ホームページ（http://www.pref.shimane.lg.jp/gakkokikaku/）に掲載します。

　⑷　その他

　　　第２次試験受験者には、第２次試験日に次の書類の提出を求めます。

等　類　書　出　提

 教員免許状の証
 明書等

１部

 英語資格等所有
 者の証明書

各１部

 学校図書館司書
 教諭講習の修了
 証書等 

●免許状所有者 
・所有する全ての普通免許状（願書に記入したもの）の授与証明書（授与された都道府県
教育委員会へ申請すること） 
※島根県教育委員会において授与された普通免許状については、授与証明書の提出を必
要としない 

　・免許状記載の氏名に変更がある場合には、それを証明する書類（戸籍抄本等） 
●免許状取得見込者 
　・平成31年３月卒業・修了予定者は、その大学の発行する免許状取得見込証明書
　・通信教育受講者等は、免許取得可能であることを証明する書類（履修証明書等）

●英語資格等所有者
　・主催団体が発行した公式証明書の写し（コピー）
　　※願書に記載した級・スコアのものであること

●現に学校図書館司書教諭の資格を有する者 
　・文部科学大臣が授与した修了証書の写し（コピー）
●修了証書取得見込(平成31年４月１日現在で修了証書を所有していること)の者
・既に修得している単位修得証明書の写し(放送大学については成績通知書の写し）及び
　単位修得予定科目が分かるものを所定の様式に記入して提出すること 

　　※様式は、島根県教育庁学校企画課ホームページよりダウンロードすること

１部

試験日

内容
募集区分

●高等学校教諭として必要な各教科(科目等）
の専門的知識や教養
○理科（物理・化学・生物・地学）受験者に

ついては、理科全般及び該当科目の専門
的知識や教養

○書道受験者については、書道全般及び国
語の専門的知識や教養

○農業（園芸・土木・食品製造）受験者に
ついては、農業全般及び該当分野の専門
的知識や教養

○工業（電気・機械・建築）受験者につい
ては、工業全般及び該当分野の専門的知
識や教養

○水産（漁業・機関）受験者については、水
産全般及び該当分野の専門的知識や教養

高
等
学
校
教
諭
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１　目　　的

　　この試験は、平成31年度に島根県公立学校教員として採用する候補者を選考するために行います。

２　出願資格

　　次の⑴～⑶の全てに該当する者が出願できます。

　⑴　地方公務員法第16条及び学校教育法第９条の欠格事由に該当しない者

　⑵　昭和34年４月２日以降に生まれた者

　⑶ 「４ 要件」に定める教員免許状等の資格を有する者

３　募集区分等

平成31年度島根県公立学校教員採用候補者選考試験実施要項

島根県教育委員会

  校種
  ・職種

 募集区分 教科（科目等） 募集人数

小学校
教　諭

Ａ 全県 95人程度

110

Ｂ１

勤務地域限定

石見地域

15人程度

Ｂ２ 隠岐地域

Ｃ 数理 全県

（10人程度）

※小学校全体に含む
Ｄ１

数理
勤務地域限定

勤務地域限定

石見地域

Ｄ２ 隠岐地域

石見地域

隠岐地域

中学校
教　諭

Ｅ 全県 40人程度 

Ｆ１
国語、社会、数学、理科、英語、保
健体育 

15人程度

Ｆ２

Ｇ
国語、社会、数学、理科、英語、音楽、
美術、保健体育、技術、家庭 

 

 (若干名)
※中学校全体に含む

高等学校
教    諭

Ｈ 全県 40人程度

Ｊ
勤務地域限定 

(隠岐地域に採用から10年以上勤務)

国語、地理歴史及び公民、数学、理
科（物理・化学・生物）、英語、保
健体育、家庭

(若干名) 
※高等学校全体に含む

Ｌ 社会人を対象とした選考
(若干名) 

※高等学校全体に含む

Ｍ 助教諭として採用する選考 工業（電気・機械・建築）
(若干名) 

※高等学校全体に含む

特別支援
学校教諭

Ｎ 小学部

20人程度 術技部学中Ｐ

Ｑ 中学・高等部
国語、社会及び地理歴史、数学、理科、
英語、音楽、美術、保健体育、家庭

養護教諭 Ｒ 全県 20人程度

栄養教諭 Ｓ 全県 1人程度

全校種
・全職種

度程人3考選たしと象対を方るあのいが障Ｔ

人

程

度

55

人

程

度

40

人

程

度

国語、社会、数学、理科、英語、音楽、
美術、保健体育、技術、家庭

国語、社会、数学

特別支援教育担当

農業（園芸・土木・食品製造）、工業
（電気・機械・建築）、商業、水産（漁
業・機関）

国語、地理歴史及び公民、数学、理
科（物理・化学・生物・地学）、英語、芸
術（音楽・書道）、保健体育、家庭、農
業（園芸・土木・食品製造）、工業（電
気・機械・建築）、商業、水産（漁業・機
関）

験　試　次　２　第験　試　次　１　第

 校種
 ・職種

）土（日１月９～）土（日52月８）日（日51月７

筆　記　試　験 実　技　試　験

○理科受験者は、理科実技 
○英語受験者は、英会話 
○音楽受験者は、音楽実技 
○書道受験者は、書道実技
○保健体育受験者は、保健体育実技 
○家庭受験者は、家庭実技 
○商業受験者は、商業実技

Ｎ

●特別支援学校教諭
として必要な専門
的知識や教養

●小学校教諭として
必要な専門的知識
や教養

Ｐ
●中学校教諭として
必要な教科の専門
的知識や教養

○技術実技

Ｑ

●中・高等学校教諭と
　して必要な各教科
の専門的知識や教
養

○理科受験者は、理科実技
○英語受験者は、英会話
○音楽受験者は、音楽実技
○美術受験者は、美術実技
○保健体育受験者は、保健体育実技
○家庭受験者は、家庭実技

養護
教諭

Ｒ ●養護教諭として必要な専門的知識や教養
ロール

プレイング
●養護に関する実技

栄養
教諭

Ｓ ●栄養教諭として必要な専門的知識や教養 場面指導

全校種
・

全職種
Ｔ

（障がいのある方を対象とした選考）
願書に記載した募集区分（Ａ～Ｓのいずれか）の 
内容を実施

願書に記載した募集区分（Ａ～Ｓのいずれか）の内容を実施

　⑶　試験結果の通知

　　①　第１次試験　平成30年８月７日（火）

　　②　第２次試験　平成30年９月26日（水）

　　※いずれの場合も、午前９時に県庁前掲示板に掲示するほか、途中棄権者を除く全受験者に文書で通知します。

　　　あわせて学校企画課ホームページ（http://www.pref.shimane.lg.jp/gakkokikaku/）に掲載します。

　⑷　その他

　　　第２次試験受験者には、第２次試験日に次の書類の提出を求めます。

等　類　書　出　提

 教員免許状の証
 明書等

１部

 英語資格等所有
 者の証明書

各１部

 学校図書館司書
 教諭講習の修了
 証書等 

●免許状所有者 
・所有する全ての普通免許状（願書に記入したもの）の授与証明書（授与された都道府県
教育委員会へ申請すること） 
※島根県教育委員会において授与された普通免許状については、授与証明書の提出を必
要としない 

　・免許状記載の氏名に変更がある場合には、それを証明する書類（戸籍抄本等） 
●免許状取得見込者 
　・平成31年３月卒業・修了予定者は、その大学の発行する免許状取得見込証明書
　・通信教育受講者等は、免許取得可能であることを証明する書類（履修証明書等）

●英語資格等所有者
　・主催団体が発行した公式証明書の写し（コピー）
　　※願書に記載した級・スコアのものであること

●現に学校図書館司書教諭の資格を有する者 
　・文部科学大臣が授与した修了証書の写し（コピー）
●修了証書取得見込(平成31年４月１日現在で修了証書を所有していること)の者
・既に修得している単位修得証明書の写し(放送大学については成績通知書の写し）及び
　単位修得予定科目が分かるものを所定の様式に記入して提出すること 

　　※様式は、島根県教育庁学校企画課ホームページよりダウンロードすること

１部

試験日

内容
募集区分

●高等学校教諭として必要な各教科(科目等）
の専門的知識や教養
○理科（物理・化学・生物・地学）受験者に

ついては、理科全般及び該当科目の専門
的知識や教養

○書道受験者については、書道全般及び国
語の専門的知識や教養

○農業（園芸・土木・食品製造）受験者に
ついては、農業全般及び該当分野の専門
的知識や教養

○工業（電気・機械・建築）受験者につい
ては、工業全般及び該当分野の専門的知
識や教養

○水産（漁業・機関）受験者については、水
産全般及び該当分野の専門的知識や教養

高
等
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教
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教
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考慮する事項
校種・職種（学部・教科）

小学校教諭 中学校教諭 高等学校教諭 特別支援学校教諭 養護教諭 栄養教諭

中学校の複数教科の普通免許状を所有していること ― ○ ― ― ― ―

「情報」の普通免許状を所有していること ― ― ○ ― ― ―

高等学校の複数の教科又は盲学校・聾学校・養護
学校・特別支援学校普通免許を所有していること

― ―
○

(水産受験者)
― ― ―

複数の種別・領域又は教科の普通免許状を所有し
ていること

― ― ― ○ ― ―

中学校「英語」又は高等学校「英語」の普通免許
状を所有していること　

○ ― ― ― ― ―

実用英語技能検定２級以上、TOEFL iBT42点以上、
TOEIC550点以上のいずれかを取得していること

○ ― ― ― ― ―

実用英語技能検定準１級以上、TOEFL iBT80点以上、
TOEIC785点以上のいずれかを取得していること

―
○

(英語受験者)
○

(英語受験者)

○
(中学・高等部
英語受験者)

― ―

ポルトガル語での日常会話等を理解し、口頭で表
現できる程度の語学力を有していること（注）　

○ ○ ― ― ― ―

学校図書館司書教諭講習の修了者
※平成31年４月１日現在で修了証書を所有していること

○ ○ ○ ○ ― ―

スポーツ、芸術、学術、国際貢献等、特に優れた
実績・資格等を有すること

○ ○ ○ ○ ○ ○

（注）ポルトガル語での口頭面接を第２次試験で実施します。

８ 選考にあたって考慮する事項

９　教員採用候補者名簿登載等

⑴　第２次試験合格者を、平成31年度島根県公立学校教員採用候補者名簿（以下「名簿」という。）に登載します。この

場合、出願した校種と異なる校種に登載することがあります。

⑵　名簿に登載された校種と異なる校種に配置し、当分の間勤務することがあります。

⑶　名簿登載期間は、登載された日から平成32年４月１日までとします。

⑷　現に大学院又は教職大学院（以下大学院等）に在学中の者で、平成31年４月１日から平成32年３月31日までの間に専

修免許状取得見込の者にあっては、名簿登載後の申し出により、名簿登載期間内での採用延期を認めます。また、大学

院１年生で長期在学プログラム等を利用して専修免許状取得見込の者にあっては、名簿登載後の申し出により、名簿登

載期間は登載された日から平成33年４月１日までとし、名簿登載期間内での採用延期を認めます。

⑸　平成31年４月に大学院等へ進学し、平成33年３月31日までの間に専修免許状取得見込の者にあっては、名簿登載後の

申し出により、名簿登載期間は登載された日から平成33年４月１日までとし､名簿登載期間内での採用延期を認めます。

⑹　高等学校（水産）の名簿登載者で、平成31年４月１日から平成32年３月31日までの間に海技免状（３級海技士）取得

見込の者にあっては、名簿登載後の申し出により、名簿登載期間内での採用延期を認めます。

⑺　社会人を対象とした選考（募集区分Ｌ）における高等学校教諭（特別免許状）の採用にあたっては、教育職員検定に

合格し、特別免許状の授与を受ける必要があります。免許状取得に要する経費は自己負担とします。

⑻　助教諭として採用する選考（募集区分Ｍ）における高等学校助教諭（臨時免許状）の採用にあたっては、教育職員検

定に合格し、臨時免許状の授与を受ける必要があります。臨時免許状の有効期間（３年）内に「職業指導」等の単位を

修得し、当該普通免許状を取得すれば、日本国籍を有する者にあっては教諭に、日本国籍を有しない者にあっては任

用の期限を付さない常勤講師に任用することとします。免許状取得に要する経費は自己負担とします。

⑼　選考結果の情報提供については、名簿に登載されなかった者のうち、第１次試験結果は希望する者に、第２次試験結

果は全員に対して行います。第１次試験結果について情報提供希望の有無を願書の該当欄に○印を記入してください。

⑽　選考にあたって考慮する事項に係る免許状等を取得できなかった場合には、名簿の登載を取り消すことがあります。

�　出願資格を失った場合又は提出書類に虚偽の記載があった場合には、名簿の登載を取り消します。

�　名簿登載後、教員としてふさわしくない事実が判明した場合には、名簿の登載を取り消します。

10　その他

⑴　この選考試験に関する問い合わせ先は次のとおりです。

〒690-8502 島根県松江市殿町１番地 島根県教育庁学校企画課　電話（0852）22－6608

⑵　自然災害等により、やむを得ず試験日程を変更する場合は、島根県教育庁学校企画課ホームページ

（http://www.pref.shimane.lg.jp/gakkokikaku/）でお知らせします。

⑶　受験票が平成30年６月22日（金）までに届かない場合は学校企画課に連絡してください。

⑷　提出書類の記載事項に変更が生じた時は、速やかに文書（はがき可）で届け出てください。ただし、校種・職種・募

集区分・教科（科目等）の変更はできません。

この要項の添付書類は、以下のとおりです。

・平成31年度島根県公立学校教員採用候補者選考試験願書（様式１）
・平成31年度島根県公立学校教員採用候補者選考試験基本データ入力票①・②（様式２・様式３）
・平成31年度島根県公立学校教員採用候補者選考試験受験票（様式４）
・出願用封筒
・選考試験願書の記入例（記入例１・記入例２）
・基本データ入力票①・②の記入例（記入例３）
・リーフレット（石見・隠岐地域限定採用、障がいのある方を対象とした選考）


